
番号 質問の分類 質問内容 回答

1 非化石証書

小売電気事業者として卒FITの環境価値は現在転売できないが、小売

電気事業者兼アグリゲーターの立場になれば卒FITの非化石証書の転

売も可能か？

環境価値の取引において、アグリゲーターは発電事業者

に準ずる者として取り扱うことと整理されております。

そのため、アグリゲーターとして他の小売電気事業者に

販売することも可能です。

2 非化石証書
アグリゲーターから小売電気事業者に対して売買する場合は、証書

と電気供給はセットでないと売ることができないか。
制度上はセットでなくても販売可能です。

3 ライセンス要件 アグリゲーターが集約する電源の定義はなにか。

発電用又は蓄電用の電気工作物（発電事業者が維持・運

用するものを除く）やネガワットによって集約する電気

です。

5 ライセンス要件
太陽光を想定より買い取りすぎてしまい、事業要件を満たしてし

まった場合は届出が必要か。

特定卸供給事業制度は、再生可能エネルギーや蓄電池な

どの分散電源の供給力を把握し、災害等の需給ひっ迫時

に活用することを目的としているため、事業要件を満た

す場合は届出の必要があります。

特定卸供給事業届出は事業を開始する前に届出を行う必

要があり、届出受理後の３０日間は事業を行うことがで

きないので、事業形態が特定卸供給事業の要件を満たす

かよくご確認ください。

6 容量市場
容量市場に参加する場合、届出に記載する供給力は実効性テストと

実需旧断面、どちらを記載するのか。

実効性テストの断面で届け出を記載ください。実需給断

面で変更が生じる場合は変更届出を提出してください。

7 その他
ネガワット調整金の手続きに特定卸供給事業ライセンスの有無は影

響あるか。
影響はありません。

8 自社電源 自ら出資している子会社保有の電源は対象か。

出資比率は問わず、子会社がその電源を運用しており、

かつその子会社が発電事業者ではない場合、特定卸供給

事業ライセンスの対象となります。

9 ライセンス要件
電気の供給能力を有する者（発電事業者を除く）に市場調達は含ま

れるか。
市場調達は含まれません。

11 ライセンス要件
再エネ事業者に代わり市場売電およびインバランス責任の部分を担

う場合、ライセンスが必要か。

再エネ事業者の代わりに市場売電を行うなど、電気の供

給先等を判断する権限を有している場合は特定卸供給事

業者の申請を行う必要があります。

12 ライセンス要件

小売BG間の取引など、小売事業者が電源を特定しない卸供給を受け

る場合、供給側事業者が「特定卸供給事業」に該当する電気（発電

事業者以外から集約したもの）を調達していた場合でも、その電気

は卸供給には含まれない、という整理で正しいか。

逆に言えば、卸供給契約において、「特定卸供給事業」に該当する

電気を卸供給することと定めない限り、その電気は自社小売り需要

に応ずる供給に整理されるのか。

特定卸供給事業制度は、再生可能エネルギーや蓄電池な

どの分散型電源の供給力を把握し、災害等の需給ひっ迫

時に活用することを目的としています。特定卸供給事業

に該当する可能性がある場合は、電気の調達元の事業者

に電源の内訳を確認するなど、制度の対象となるかご確

認いただいた上で届出を提出いただく必要がございま

す。

卸供給契約の内容ではなく事業の実態で判断を行いま

す。

13 ライセンス要件

旧一般電気事業者より常時BUの提供を受けていて、自社確保の別電

源と合わせると自社需要より1MW以上余剰となる状況、これをJEPX

に出すことを考えた際、常時BUの提供を受けている事業者にライセ

ンスが必要か。

発電事業者から常時バックアップによって提供される電

気は特定卸供給事業の対象外です。


